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１　「働き方改革」関連法の成立

　前回の「梅ちゃん先生の法律相談」

（第19回）にて概略をお話しした「働き

方改革」関連法案ですが、去る6月29

日の参議院本会議において可決・成立

しました。成立した法律は、ほぼ前回

ご説明した関連法案の内容どおりであ

り、残業時間の上限規制、正社員と非

正規の不合理な待遇差を解消する「同

一労働同一賃金」、高収入の一部専門

職を労働時間の規制から外す「脱時

間給制度（高度プロフェッショナル制

度）」の導入を柱としています。

　今回成立した働き方改革関連法の

施行時期は、各制度によって異なって

おりますが、現時点では、概ね、2019

年 4月以降、大企業、中小企業別に段

階的に導入されることとなっています。

今後、新しい制度への対応が重要に

なってくるといえるでしょう。

　それでは、今回は、「働き方改革」関

連法のうち、長時間労働の是正に関す

る施策について、詳細を説明したいと

思います。

２　時間外労働の上限の設定

　これは「梅ちゃん先生の法律相談」

（第4回・本誌2017年 4月号に掲載）

においてもお話ししましたが、わが国

の労働時間は依然として長時間に及ぶ

傾向があり、労働者のワークライフバラ

ンスの確立が急務であるといわれてお

ります。そのため、国は、近年長時間労

働の是正についての対策を色 と々行っ

ておりましたが、今回の働き方改革関

連法においては、時間外労働について

の上限を法律によって明確化すること

とし、違反には罰則をもって対処するこ

とにして、長時間労働の是正に抜本的

に取り組む方向が示されています。

　すなわち、現在の労働基準法におい

ては、労働時間は「1日8時間、1週40

時間」が原則とされています（労働基準

法32条。この原則については今回の働

き方改革によっても変更はありませ

ん。）。

　もっとも、労使間で、協定（いわゆる

36協定）を締結した場合は、上記の法

定の労働時間を超えて労働すること（い

わゆる「残業」）が可能となります（労働

基準法36条1項）。従来から、36協定

においては、残業が可能な時間を定め

ることが求められるとともに、厚生労

働省は、残業時間について「月45時間、

年360時間」を限度とする旨の基準を

定め、行政（具体的には労働基準監督

署）もこれに基づき指導はしておりまし
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た。しかし、この指導に強制力自体は

なく、さらに、36協定において「特別条

項」（繁忙期等の特別の事情に対処す

るため、年間で6か月以内に限り、36

協定の限度時間を超えて労働すること

を許容する条項）を設けた場合は、事

実上かなりの長時間、残業させること

も可能となっておりました。

　今般成立した働き方改革関連法（具

体的には労働基準法の改正）では、36

協定の締結の結果許容される時間外

労働の上限について、法律上「月45時

間、年360時間」とすることが明確化さ

れました。

　また、さきほどの「特別条項」に対応

する制度、すなわち、繁忙期など、どう

しても残業を長時間行う必要がある場

合に関しても、月45時間を超えて残業

できるのは年間6か月までに制限され、

かつ、年間の上限は720時間とされま

した。加えて、単月では100時間未満、

複数月の平均では80時間未満（いず

れも休日労働含む）という制限も課さ

れるに至りました。

　なお、上記の時間外労働の規制は、

一部の職種については、適用が除外さ

れたり、適用までに一定の猶予期間が

設けられています。すなわち、新技術・

新商品の研究開発業務には上限規制

が適用されず、自動車運転、建設、医

師に対する上限規制の適用は5年後

（2023年）となります。

３　割増賃金制度の改正

　時間外労働または休日労働が行わ

れた場合、使用者は、労働者に対して

所定の割合による割増賃金（時間外手

当（残業代）ないし休日手当）を支払わ

なければなりません（労働基準法37条

1項）。ちなみに、この割増賃金ですが、

上記の36協定の締結の有無にかかわ

らず、実際に法定の労働時間を超えて

労働させた場合には、使用者は、労働

者に対して、割増賃金を支払う義務が

あるとするのが判例ですから、この点

は注意する必要があります。

　割増賃金における割増率について

は、延長した時間が 1か月について60

時間を超えた場合、その超過時間の

割増率は50％とされていますが（同条

項ただし書）、現在、この規定は中小

企業においては適用が猶予されており

ます（つまり、中小企業においては、

50％の割増賃金を支払う必要がな

い。）。

　しかし、今般の働き方改革関連法で

は、この猶予措置は廃止され、中小企

業においても、上記の場合は、50％の

割増賃金を支払わなければなりませ

ん。なお、この措置は、2023年 4月から

実施される予定です。

４　有給休暇所得の義務化

　使用者は、雇用した日から起算して

6か月間継続して勤務し、全労働日の8

割以上出勤した労働者に対して、継続

し、又は分割した10労働日の有給休

暇を与えなければなりません（労働基

準法39条1項）。これが有給休暇制度

の大原則であり、休暇の日数は、勤続

年数が長くなるほど増えていきます（同

条2項）。

　そして、使用者は、この有給休暇を

労働者の請求する時季（法律用語では

「時期」とはいわずに「時季」といいま

す。）に与えなければなりません（労働基

準法39条5項）。これを労働者の「時

季指定権」といいます。他方で、労働者

が有給休暇の取得を求め，その時季を

指定した場合に、請求された時季に有

給休暇を与えることが事業の正常な運

営を妨げる場合においては、使用者は、

他の時季にこれを与えることができます

（同条項ただし書）。これを使用者の

「時季変更権」といいます。

　もっとも、これは皆様ご承知のとお

り、わが国おける有給休暇の取得率

（有休消化の率）はまだまだ少ないの

が現状であり、制度がきちんと機能し

ているといえるのかは疑問視されてき

ました。

　そこで、今般の働き方改革関連法で

は、使用者は、10日以上の年次有給

休暇が付与される労働者に対し、5日

について、毎年、有給休暇を与えなけ

ればならない、つまり5日間の有給休

暇を、使用者側で指定して与えなけれ

ばならないこととされました。

　もっとも、労働者側において時季指

定をした場合や計画的付与により取得

された年次有給休暇の日数分につい

ては、別途使用者側で指定する必要は

ありません。

５　労働時間の状況の把握の

　　実効性確保

　事業者は、労働者の労働時間の状

況を把握することが義務化されます（改

正労働安全衛生法68条の8の3）。厚

生労働省令で定める時間を超えて労

働する労働者に対し、事業者は、医師

の面接指導を行うことが義務づけられ

ます。これは、つまり、労働者からの申

出の有無にかかわらず、条件を満たす

限り、医師の面接指導を受けさせなけ

ればならない、ということであり、行わ

なかった場合は罰則の対象となります。

　そして、この医師の面接指導を受け

させるか否かを判断する前提として、

事業者は、そもそも労働者の労働時間

の状況を把握する義務があり、これが

今回の働き方改革関連法（具体的には

労働安全衛生法の改正）により明記さ

れるに至りました。




